
 
１．授業のある日
（１）登校前に警報が発令された場合
①午前11時までに警報が解除された場合

②午前11時時点で警報が発令中の場合

警報発令中
【保育課】

休室

【学校】

休校決定

令和6年4月1日

 次の警報等が発令又は発令予想される場合は、子どもの安全を第一に考え、キッズクラブの開室又は休室を決

定することとする。なお、決定は、学校⾧の対応と連動するため教育委員会及び学校と密に連携を図り、災害対

策本部が設置された場合は、本部の指示に従うこととする。

 また、学校から保護者に対して「すぐーる」を使い引渡し等の連絡をする場合、キッズクラブの開室又は休室

についても併せて追記する。なお、保育課はキッズクラブ入室者宛に別で「すぐーる」を使い、開室又は休室を

連絡することとする。

（対象警報等）

  特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報

 ※対象警報以外の警報又は注意報の発令時は、気象・交通・河川水位等の状況から保育が困難又は危険である

と判断する場合は、休室又は早急のお迎えを決定できることとする。

警報発令⇒

警報解除

【保育課】

開室

【保育課】

休室

【学校】

授業開始決定（通常は解除から２時間後）

【学校】

休校決定

可児市保育課

   気象警報時におけるキッズクラブの休室等の対応について



（２）登校後に警報が発令された場合
①下校時刻までに引渡し又は通常・集団下校が決定される場合

※指導員は、引渡し決定がされるまでは、通常時間に出勤し開室の準備を進める

②低学年の下校時刻頃（通常は３時頃）に引渡し又は通常・集団下校が決定される場合

※指導員は、引渡し決定がされるまでは、通常時間に出勤し開室の準備を進める

③高学年の下校時刻頃（通常は４時頃）に引渡し又は通常・集団下校が決定される場合

※指導員は、引渡し決定がされるまでは、通常時間に出勤し開室の準備を進める

警報発令⇒

（警報解除予想）

警報発令⇒

（警報解除予想）

【学校】

低学年は学校待機

【学校】

引渡し決定（※）

（低学年下校時刻頃）

【学校】

通常又は集団下校決定

（低学年下校時刻頃）

【保育課】

休室

【保育課】

開室

【保育課】

休室

【保育課】

開室

警報発令⇒

（警報解除予想）

【学校】

引渡し決定（※）

（下校時刻までに）

【学校】

通常又は集団下校決定
（下校時刻までに）

【保育課】

休室

【保育課】

開室

【学校】

引渡し決定（※）

（高学年下校時刻頃）

【学校】

通常又は集団下校決定

（高学年下校時刻頃）

解除

解除

解除

継続

継続

継続



（３）登校後に警報の発令が予想される場合
①早帰りが決定された場合

※1 指導員は、引渡し決定がされるまでは、通常時間に出勤し開室の準備を進める

※2 指導員は、通常時間に出勤し開室の準備後、学校で預かり中の入室児童を受取る

②低学年の下校時刻頃（通常は３時頃）に引渡し又は通常・集団下校が決定される場合

※指導員は、引渡し決定がされるまでは、通常時間に出勤し開室の準備を進める

（４）キッズクラブ開室後に警報が発令された場合

警報発令予想
【学校】

早帰り決定
【学校】

通常又は集団下校決定

（キッズ入室児童は、学校

で預かり）

【学校】

引渡し決定（※1）

＜開室前に警報が発令されていない場合＞
【保育課】

開室

（保護者に早めのお迎

えを依頼）

【保育課】

入室児童を受取

（※2)

警報発令予想

【学校】

通常又は集団下校決定

（低学年下校時刻頃）

警報発令
【保育課】

保護者に早急のお迎えを依頼

【保育課】

開室

（保護者に早めのお迎

えを依頼）

【保育課】

開室

【学校】

引渡し決定（※）

（低学年下校時刻頃）

【保育課】

休室

＜開室前に警報が発令された場合＞

【保育課】

休室

【学校】

学校で引渡し

【保育課】

休室



２．⾧期休暇、振替休日及び土曜日の１日保育の日
（１）開室前に（午前７時30分）に警報が発令された場合
①午前11時までに警報が解除された場合

※指導員は解除まで自宅待機とする

②午前11時時点で警報が発令中の場合

（２）開室後、退室時刻（午後６時30分）までに警報の発令が予想される場合

（３）開室後に警報が発令された場合

令和元年１１月より運用開始
警報発令

【保育課】

保護者に早急のお迎えを依頼

【保育課】

開室

【保育課】

開室

警報発令⇒

警報解除

【保育課】

開室（※）

（解除から２時間後に開室する）

警報発令中
【保育課】

休室

警報発令予想
【保育課】

保護者に早めのお迎えを依頼


